
1割 2割 3割 1割 2割 3割 1割 2割 3割 1割 2割 3割 1割 2割 3割

766 1,532 2,298 840 1,680 2,520 922 1,843 2,765 999 1,998 2,997 1,074 2,148 3,222

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて負担額を変更します。

1割 2割 3割 1割 2割 3割

576 1,151 1,727 714 1,428 2,142

所得に応じた負担限度額は下記の通りです。

その他の加算

サービス提供体制強化加算 Ⅲ　④

夜勤職員配置加算Ⅳ　⑤

看護体制加算Ⅰ　⑥

看護体制加算Ⅱ　⑦

機能訓練指導体制加算　⑧

生産性向上推進体制加算Ⅱ

送迎加算

療養食加算

看取り連携体制加算

1割 2割 3割 1割 2割 3割 1割 2割 3割 1割 2割 3割 1割 2割 3割

5,295 6,260 7,225 5,382 6,434 7,486 5,478 6,626 7,774 5,569 6,807 8,046 5,550 6,984 8,311

1割 2割 3割 1割 2割 3割

5,030 5,730 6,430 5,193 6,055 6,917

　　第３段階　② 3,370円 3,533円

第４段階
（2026.06)

　　第３段階　① 3,070円 3,233円

第２段階 2,180円 2,343円

第１段階 1,880円 2,043円

第４段階

介護予防短期入所生活介護(Ｂ)　自己負担額合計（①’+②+③+④+⑧+⑨） ※1日当たりの参考金額となります。

支払区分 要支援１ 要支援２

運転手付きの付き添い費用

　　第３段階　① 3,335円 3,422円 3,518円 3,609円 3,697円
嗜好品費 90円／杯

入居者の希望により嗜好品として飲み物を提供した場合

※3杯目から無料／1日限り

第２段階 2,445円 2,532円 2,628円 2,719円 2,807円 付き添い費② 900円／30分

　　第３段階　② 3,635円 3,722円 3,818円 3,909円 3,997円

日用品 実費 利用者の購入する日用品・注文物品

第１段階 2,145円 2,232円 2,328円 2,419円 2,507円 付き添い費①

支払区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

500円／30分 お散歩、お買い物等の付き添い費用

理容師の出張による理髪サービス（調髪、顔剃、パーマ）

短期入所生活介護(Ａ)　自己負担額合計（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨） ※1日当たりの参考金額となります。 健康管理費 実費 利用者の希望による健康管理費

1日当たり 70 140 209 理美容 実費

行事に参加した際の経費

１食当たり 6 13 19 教養娯楽費 実費 遠足・クラブ活動材料費等の実費

1回当たり 201 401 601 行事費・行事食費 実費

10円・20円／1枚 Ａ４用紙（モノクロ10円・カラー20円）

➋個別加算（該当サービスをご利用されている方のみ） 電気使用代 50円／日 テレビ等の使用家電製品に係る費用

貴重品お預かり、通院・調剤費、日用品立替、コピー代無料(5枚目以降有料）

「事務費」をご利用頂かない場合は病院の会計、その他サービスの精算時など

にその都度ご家族に会計して頂く事になりますのでご了承下さい。
介護職員等処遇改善加算Ⅰ　⑨ １か月

(介護保険料①+※加算)×(17.6％)

※加算=➊+➋の合計を足して算出

1月当たり 11 22 33 複写物の交付

1日当たり 13 26 39

事務費 67円／日

内　　　　　容

1日当たり 9 18 27 特別食費 実費 施設で提供する以外の特別な食事を提供する場合

1日当たり 5 9 13 区　　　分 料　　　金

1日当たり 7 13 20

1日当たり 22 44 66

※ご契約者が、まだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払い

　頂きます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)

　償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス

　提供証明書」を交付します。➊施設体制加算（対象者全員）

サービス内容 算定基準
サービス内容にかかる自己負担額

1割 2割 3割

※居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している

　負担限度額とします。　　第３段階　②
市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金金額の
合計が年間120万円超の方

1,300 1,370

第４段階 上記以外の方 1,830 2,500

　　第３段階　①
市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金金額の
合計が年間80万円以上120万円以下の方

1,000 1,370

サービス費用に
係る自己負担額①’ ※食費について、第4段階のみ　食費内訳：朝食520円、昼食585円、おやつ170円、夕食555円

支払区分 対象者 食費② 居住費③
※世帯全員が市町村民税非課税の方(市町村民税世帯非課税者)や生活保護を受けておられる方の場合は、

　施設利用・ショートステイの滞在費・食費の負担が軽減されます。

　介護保険で一部負担を負担する場合は、毎年「介護保険負担限度額認定」を受ける必要があります。

第１段階
市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給されている方
生活保護等を受給されている方

300 880

第２段階
市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金金額の
合計が年間80万円以下の方

600 880

サービス費用に
係る自己負担額①

※送迎加算は利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に

　対して、その居宅と指定短期入所介護事業所との間の送迎を行う場合加算します。

介護予防短期入所生活介護(Ｂ) 要支援１ 要支援２

特別養護老人ホーム愛成苑　ショートステイ　利用料金表
（１日当たりの料金体系　単位＝円）

※夜勤職員配置加算Ⅳは、「短期入所生活介護サービス」のみに加算します。短期入所生活介護(Ａ) 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５


